
 

 

2022 年 6 月 29 日 

株主各位 

福岡市博多区祇園町 7 番 20 号   

博多祇園センタープレイス 4 階 

株式会社ベガコーポレーション 

代表取締役社長 浮城 智和 

 

 

第 18 回定時株主総会決議ご通知 

 

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。 

 さて、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 18 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議

されましたので、ご通知申し上げます。 

敬 具  

記 

 

報 告 事 項   第 18 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の

内容報告の件 

本件は、上記の内容を報告いたしました。 

 

決 議 事 項 

 第１号議案  剰余金の処分の件 

本件は、原案どおり承認可決され、普通株式の期末配当金は１株につき 10 円と決定いた

しました。 

                   

第 2 号議案  定款一部変更の件 

本件は、原案どおり承認可決されました。 

なお、変更内容は以下のとおりであります。 

現 行 定 款 変 更 案 

第３章 株主総会 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供） 

第 13 条 

当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計

算書類に記載または表示をすべき事項に係る情

報を、法務省令に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすことができる。 

 

第３章 株主総会 

（ 削 除 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 条～第 43 条（条文省略） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

（電子提供措置等） 

第 13 条 

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類等の内容である情報について電子提

供措置をとる。 

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち

法務省令で定めるものの全部又は一部につい

て、議決権の基準日までに書面交付請求をした

株主に対して交付する書面に記載することを要し

ない。 

 

第 14 条～第 43 条（現行どおり） 

 

附 則 

 

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 

第 1 条 

定款第 13 条（株主総会参考書類等のインタ

ーネット開示とみなし提供）の削除および定款第

13条（電子提供措置等）の新設は、2022年

９月１日から効力を生ずる。 

２ 前項の規定にかかわらず、2022年９月１日

から６ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主

総会については、定款第13条（株主総会参考

書類等のインターネット開示とみなし提供）は、

なお効力を有する。 

３ 本条の規定は、2022年９月１日から６ヶ

月を経過した日または前項の株主総会の日から

３ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを

削除する。 

 

 

 第 3 号議案  監査等委員でない取締役２名選任の件 

本件は、原案どおり浮城智和及び河端一宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 

 

 

 

以 上 


